
板橋区新生児臨時特別給付金支給事業実施要綱 
（令和２年１２月４日区長決定） 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）の

影響のため、新生児の保護者が、妊娠、出産及び育児という特に細心の配慮を

要する時期に、健康及び育児に係る助言、指導及び役務の提供その他の必要な

支援制度の利用について不便を余儀なくされ、特に妊産婦については、感染症

拡大の影響を精神的にも肉体的にも特に強く受けるところ、感染症拡大の影

響を受ける期間に妊産婦であった者等の行動制約等により、当該保護者に生

じた妊娠、出産及び育児に係る不安、孤独その他の心労を見舞うことを目的と

する。 
 
（定義） 
第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定める

ところによる。 
 ⑴ 臨時給付金 この要綱に基づき、見舞金として支給される給付金をいう。 

 ⑵ 新生児 令和２年４月２８日から令和３年３月３１日までの間に出生し

た児童であって、出生の届出（戸籍法（昭和２２年法律第２２４号）第４９

条による届出をいい、同法第２５条第２項による外国人に関する届出を含

む。）によって、板橋区長（以下「区長」という。）の編成する住民票（住民

基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に規定する住民票をいう。）に記載

又は記録されたものをいう。 

 ⑶ 保護者 次のいずれかに該当する者をいう。 

  ア 第４条第１項の申請を行う時点において、当該申請に係る新生児につ

いて、児童手当法（昭和４６年法律第７３号。以下「法」という。）第４

条第１項の支給要件に該当する者 

  イ 前アに掲げる者のほか、区長が特に認める者 

 
（支給要件） 
第３条 臨時給付金は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす保護者に対し

て支給する。 
 ⑴ 次条第１項の申請の時点において、保護者が、板橋区（以下「区」という。）

に住所を有すること。 

 ⑵ 次条第１項の申請に係る新生児が、区長の編成する住民票に記載又は記

録されてから、当該申請の時（当該時よりも前に、当該申請に係る新生児が



死亡した場合にあっては、当該死亡の時）まで、引き続き区に住所を有する

こと。 

２ 区長が第５条第１項の決定に基づき支給する臨時給付金の額は、前項第２

号に係る新生児の人数に５万円を乗じて得た額とする。 

 
（申請） 
第４条 臨時給付金の支給を受けようとする保護者は、区長に対し、別記第１号

様式の申請書を提出しなければならない。 
２ 前項の場合において、前条第１項の要件を満たす保護者が数人あるときは、

当該保護者のうち、いずれか１人の保護者が前項の申請を行うことができる。 
３ 第１項の場合において、保護者のうちのいずれかの者が「児童虐待・DV 事

例における児童手当関係事務処理について」（平成２４年３月３１日付け雇児

発第０３３１第４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「本件通知」

という。）により、法第４条第１項の支給要件を満たさないと判断されるとき

は、当該保護者（以下「児童虐待等保護者」という。）は、第１項の申請を行

うことができない。次項に定める期限を経過するまでの間の児童虐待等保護

者である旨の指名を受けた保護者も同様とする。 
４ 保護者は、区長に対し、保護者のうちに児童虐待等保護者が含まれている旨

の申出をすることができる。この場合において、当該申出をした保護者は、第

１項の申請を行う前に、区長が定める期限までに、区が本件通知に定める事務

処理を行うために必要な手続を履践しなければならない。 
５ 第１項の申請の期限は、令和３年６月３０日とする。 
 
（決定及び支給） 
第５条 区長は、前条第１項の申請があったときは、その内容を審査し、臨時給

付金を支給すべきものと認めたときは、速やかに支給の決定をしなければな

らない。 
２ 前項の決定に当たっては、第１条の目的を達成するために必要があるとき

は、条件を付することができる。 
３ 区長は、第１項の決定をしたときは、別記第２号様式の通知書により、速や

かにその決定の内容及び前項の条件を付した場合にはその条件を前条第１項

の申請を行った保護者に通知しなければならない。 
４ 第１項の決定による臨時給付金の支給は、次の各号のいずれかの金融機関

口座に振り込む方法により行う。 
 ⑴ 保護者が児童手当（法により支給される手当をいう。）、子育て世帯への臨

時特別給付金（令和２年度板橋区子育て世帯への臨時特別給付金支給事業



実施要綱（令和２年５月２０日区長決定）により支給される子育て世帯への

臨時特別給付金をいう。）その他の区長の支給する金銭を受ける際に予め指

定した金融機関口座 
 ⑵ 前条第１項の申請を行う保護者が特に指定する当該保護者を名義人とす

る金融機関口座 
 
（譲渡禁止等） 
第６条 臨時給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはなら

ない。 
 
（決定の取消及び臨時給付金の返還等） 
第７条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第５条第１項の決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 
 ⑴ 偽りその他不正の手段により臨時給付金の支給を受けたとき。 
 ⑵ 第５条第１項の決定の内容又は同条第２項の条件に違反したとき。 
 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成することができないと

き。 
２ 前項の場合において、当該取消に係る部分について、すでに臨時給付金が支

給されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命じなければならな

い。 
３ 第５条第１項の決定の後、第４条第１項の申請を行った保護者の責に帰す

べき事由により、区長が定める期限又は同条第５項の期限までに、第５条第４

項の支給を完了することができない場合には、当該申請は取り下げられたも

のとみなす。 
 
（委任） 
第８条 この要綱の実施のために必要な細則は、子ども家庭部長が決定する。 

 

   付 則 

 この要綱は、区長決定の日から施行する。 

 

 



 

 

別記

第１号様式（第４条関係）

              

電話　　　　　　（　　　　　　）

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

板橋区新生児臨時特別給付金　申請書（請求書）

【誓約・同意事項】
（１）「板橋区新生児臨時特別給付金支給事業実施要綱」に基づいて申請します。
（２）新生児臨時特別給付金（以下「給付金」という。）の支給要件及び申請要件に該当します。
（３）給付金の支給要件及び申請要件の該当性等を審査等するため、板橋区が必要な住民基本台帳情報、児童手当・子育て世帯への臨時特別給付金・乳幼児医療証（マ
ル乳）等の受給状況、税情報等の公簿等の確認を行うことや必要な資料を他の行政機関等に求めることに同意します。申請書の記載内容に誤りがあった場合に板橋区が
申請書を補正することに同意します。
（４）公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
（５）支給決定の際に付された条件に従います。
（６）この申請書は、板橋区において支給決定をした後は、給付金の請求書として取り扱います。
（７）板橋区が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、板橋区が定める期限までに申請・請求者に連絡・確認できない場
合には、板橋区は当該申請が取り下げられたものとみなします。
（８）給付金の支給後、給付金の支給要件又は申請要件に該当しないことが判明した場合や給付金の支給決定が取り消された場合には、給付金を返還します。
（９）板橋区子ども政策課から受給している「児童手当」又は「子育て世帯への臨時特別給付金」の金融機関口座への振込に同意します。

以下は、公務員の方など、児童手当等の振込口座がない場合にご記入ください

＊記名押印に代えて署名することができます。

公務員の方など、板橋区子ども政策課から「児童手当」又は「子育て世帯への臨時特別給付金」を受給していない方は、振込先の金融機
関口座を指定してください。下記の受取口座記入欄へ記入し、振込先金融機関口座確認書類（通帳やキャッシュカードの写し）を添付してく
ださい。「１．申請・請求者」に記載した方と同じ名義でないと支給できませんのでご注意ください。

　

※申請・請求者名義

1.銀行 2.信金
3.信組 4.農協

5.その他
[　　　　　　　]

本・支店

本・支所

出張所

1普通

2当座
金融機関番号 店番号

金　融　機　関　名 支 店 名 分類
口 座 番 号

（右詰めでお書きください。）

（　フ　リ　ガ　ナ　）

口　座　名　義

　　　人 　　　　　　　　　円年 月 日

日

２．対象の新生児、申請額・請求額

令和２年４月２８日から令和３年３月３１日までに生まれ、申請・請求者が育てている新生児について記入してください。

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生年月日

対象の
新生児数

申請・請求額
氏　　　　　名

＊原則として、この通知の宛名となっている方（児童手当等の振込先の口座名義人となっている方）が申請してください。やむを得ない事情で、児童手当等の振
込先の口座名義人以外の金融機関口座への振込を希望する場合には、その方（新生児と同居する父母等に限ります）が申請してください。

年 月

（　フ　リ　ガ　ナ　）
生年月日 申請・請求者の現住所

氏　　　　　名

令和　　年　　 月　　 日

宛先

板橋区長

１．申請・請求者

誓約・同意事項(１)から(９)に誓約・同意の上、申請します。 記入日



第２号様式（第５条関係） 

年 月 日 
 
 

 
板橋区長         

 
 
 

板橋区新生児臨時特別給付金 支給決定通知書 

 
新生児臨時特別給付金について、下記のとおり支給を決定しましたので通知します。 

 
記 

氏 名  

住 所  

支 給 金 額           円 
 

振 込 予 定 日  

備 考  

 
 
注意事項 

(1) 新生児臨時特別給付金（以下「給付金」という。）は「板橋区新生児臨時特別給付金支給事業実施要綱」

に基づいて支給決定しています。 

(2) 板橋区が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、板橋

区が定める期限までに申請・請求者に連絡・確認できない場合には、板橋区は当該申請が取り下げられた

ものとみなします。 

(3) 給付金の支給要件又は申請要件に該当しないことが判明した場合、偽りその他不正の手段により支給決

定を受けた場合、その他給付金の支給目的が達成できない場合には、支給決定を取り消すことがあります。

給付金が支給済の場合は、支給した給付金の返還を求めます。 


